
件名 適用の有無 共通事項

パルプ製造業 有

洋紙製造業 有

板紙製造業

（下の※を除く。）

※内装用ライナー製造業

※建材原紙製造業

E1423 機械すき和紙製造業 無

E1424 手すき和紙製造業 無

はん用機械器具製造業 有

生産用機械器具製造業 有

業務用機械器具製造業

（下の※を除く。）

E271 事務用機械器具製造業 有

E272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 有

E273
※計量器・測定器・分析機器・試験機・測
量機械器具・理化学機械器具製造業

無

E274 ※医療用機械器具・医療用品製造業 無

E275 ※光学機械器具・レンズ製造業 無

E276 ※武器製造業 無

電子部品・デバイス・電子回路製造業 有

電気機械器具製造業

（下の※を除く。）

E291
※発電用・送電用・配電用電気機械器具
製造業

無

E292 ※産業用電気機械器具製造業  無

情報通信機械器具製造業 有

愛媛県船舶製造・修理業,
舶用機関製造業最低賃金

E313 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 有

各種商品小売業

（衣、食、住にわたる各種の商品を小売す
る事業所で、その事業所の性格上いずれ
が主たる販売商品であるかが判別できな
いもの。）

《管理,補助経済活動を行う事
業所及び純粋持株会社の取
扱》左記の適用される事業の
管理,補助的経済活動を行う
事業所及び管理する全子会社
を通じて主要な経済活動が、
左記の適用される産業に分類
される純粋持株会社において
は、当該特定最低賃金が適用
されます。

特定最低賃金の適用産業一覧表

無

愛媛県はん用機械器具、
生産用機械器具、業務用
機械器具製造業最低賃金

E25

E26

E27 有

日本標準産業分類

愛媛県パルプ、紙製造業
最低賃金

E141

E142 紙製造業《E1421～E1424細分類によって異なります。》

E1421

E1422 有

E1422
の一部

愛媛県電子部品・デバイ
ス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製
造業最低賃金

E28

E29 有

E30

愛媛県各種商品小売業最
低賃金

Ｉ56 有


